
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年２月22日

【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　山本　幸次

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号

【事務連絡者氏名】 太田　裕之

【電話番号】 03－4530－7093

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券に係るファンドの名称】

ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型

バランス・オープン（ステイブル）

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券の金額】

当初募集額　1,000億円を上限とします。

継続募集額　２兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正理由】
平成24年2月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」という。）の一部に訂正すべ
き事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の下記事項については、それぞれ下記の内容に原届出書が訂正されます。

第一部【証券情報】
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

＜訂正前＞

契約型の追加型株式投資信託振替受益権です（以下「受益権」といいます。）。

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の依頼により、信

用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供もしくは閲

覧に供される予定の信用格付はありません。

＜略＞

＜訂正後＞

　契約型の追加型株式投資信託振替受益権です（以下「受益権」といいます。）。

　　　　当初元本は1口当たり1円です。

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の依頼により、信

用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供もしくは閲

覧に供される予定の信用格付はありません。

＜略＞

（３）【発行（売出）価額の総額】

＜訂正前＞

２兆円を上限とします。

＜訂正後＞

        ①当初申込期間　　1,000億円を上限とします。　

②継続申込期間　　2兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

取得申込日の翌営業日の基準価額
※
とします。

なお、申込みの受付けは原則として販売会社の毎営業日の午後３時までに受付けたものを当日の受

付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、

お申込日が米国もしくは英国の取引所
※※
または銀行の休業日またはフランス及びドイツの両国の

取引所または銀行の休業日となる場合には、原則としてお申込みはできません。なお、１億円または

１億口を超える大口の取得の申込には、制限を設けることがあります。

収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。

※　　「基準価額」とは、信託財産の純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま

す。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価を行って得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額）を、計算日における受益権総口数で除して求めた１口当りの金額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値

動きにより日々変動します。

※※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商

品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号も

しくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。
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基準価額は、販売会社（下記「（８）申込取扱場所」を参照）にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

電話番号  03－4530－7333

（受付時間：原則として委託会社の毎営業日午前９時～午後５時）

ホームページアドレス：http://www.ssga.co.jp/public/nav.htm

　　　　　

＜訂正後＞

　　　　　①当初申込期間　　1口当たり1円とします。　

②継続申込期間　　取得申込日の翌営業日の基準価額
※
とします。

なお、申込みの受付けは原則として販売会社の毎営業日の午後３時までに受付けたものを当日の受

付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。また、

お申込日が米国もしくは英国の取引所
※※
または銀行の休業日またはフランス及びドイツの両国の

取引所または銀行の休業日となる場合には、原則としてお申込みはできません。なお、１億円または

１億口を超える大口の取得の申込には、制限を設けることがあります。

収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。

※　　「基準価額」とは、信託財産の純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま

す。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価を行って得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額）を、計算日における受益権総口数で除して求めた１口当りの金額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値

動きにより日々変動します。

※※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商

品市場を「金融商品取引所」といい、金融商品取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号も

しくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「取引所」といいます。以下同じとします。

基準価額は、販売会社（下記「（８）申込取扱場所」を参照）にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

電話番号  03－4530－7333

（受付時間：原則として委託会社の毎営業日午前９時～午後５時）

ホームページアドレス：http://www.ssga.co.jp/public/nav.htm
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